


記 

 

〇運行管理の徹底 

・現下の交通事故の発生状況の関係者への周知徹底、並びに同種事故再発防止に向け

た啓発活動の実施 

・健康起因事故防止のための健康管理の徹底、過労運転とならない無理のない配車計

画の策定 

・法定速度の遵守、適正な車間距離の保持、走行中のスマホの使用禁止などわき見運 

転防止のさらなる徹底 

 

〇確実な点呼（遠隔点呼、自動点呼を含む）の実施 

・現下の交通事故の発生状況の乗務員への周知徹底、同種事故の未然防止に向けた具

体的な指導の徹底 

・乗務前・後点呼時における運転者に対する健康状態の確実な把握、および体調など 

について報告しやすい職場環境等の整備 

・点呼時におけるアルコール検知器を使用した飲酒の有無の確実な把握、当該検査結

果の確実な記録の徹底 

 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

公益社団法人 全日本トラック協会 交通・環境部 

電話：０３－３３５４－１０４５ ＦＡＸ：０３－３３５４－１０１９ 


